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当会らは、野生生物の保全に関する活動等を行う NGO ですが、その一環としてワシントン条約の効果的実施に

強く関心を持っております。

去る２０００年５月１６日、同年４月発生の象牙密輸事件で逮捕された２名の内、日本の象牙業者に対する有罪

判決が確定し、３０万円の罰金刑が執行されました。犯罪事実は、無許可輸入罪に係る貨物について情を知って

これを運搬したことです（関税法１１２条）。無許可輸入罪（同法１１１条）そのものについては立件されてい

ないものの、本件密輸をめぐる事件に故意に関与したことが明確になったわけです。

ところで、有罪判決を受けた象牙業者は、日本象牙美術工芸連合会（東京及び大阪の事業協同組合により構成）

の主要な構成員であり、東京の組合の理事でもあります。

同連合会及びその構成団体である組合らは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（種の保

存法）に基づく象牙の国内取引管理制度を運用するに当たっての受け皿組織として重要な役割を果たしてきまし

た。そのことは、１９９５年に改正種の保存法（１９９４年改正）が施行されるに際して、環境庁長官及び通産

大臣に対し、同組合らが組合員名簿を提出し、同名簿に記載された組合員が過去あるいは現在違法取引を行って

いることが明らかになった場合は、その者を除名処分とし、当該組合の責任者も責を負う旨の確認書を提出させ

ていることに端的にあらわれています。

また、上記改正法施行に当たって業者に生牙の登録義務や在庫製品の届出義務等が規定されましたが、登録ある

いは届出の要件（象牙が１９８９年以前に輸入されたこと等）を証明する客観的証拠（インボイス等）を欠くも

のが相当部分存在しました。ところが、貴省庁は、そのような場合、上記組合の理事長による登録要件を満たす

ことの確認書をもって客観的証拠に代えるという扱いをされました。

当会らは、逮捕された象牙業者の本件無許可輸入そのものへの関与と同種余罪に関する捜査を再開し事実を徹底

糾明すること、日本の象牙業界の本件に対する関与の有無を徹底糾明すること等を捜査機関等に対して別途要望

しているところです。しかし、これまでに判明した点のみをもっても、事件へ連合会関係者が関与した事実は明

らかとなっており、同連合会ないし組合を受け皿として実施されてきた象牙管理制度が、これまで適正に実施さ

れてきたのかどうか、極めて疑わしいと言わざるを得ません。

日本政府は、１９９７年及び２０００年に開催されたワシントン条約締約国会議において、日本の象牙国内取引

管理制度が厳正に実施されていることを主張され、その主張が締約国に認められて１９９９年に南部アフリカ３

国から日本１国へ向けた試験的象牙取引が再開された経緯をも踏まえ、当会らは長官及び大臣に対し、以下の点

を要望します。

要望事項

１． 本件で有罪判決を受けた業者を含め引責すべき連合会関係者に対しては、今後、生牙の登録を認めない扱

いとすること。

２． 種の保存法に基づく象牙国内取引管理制度の具体的実施にあたって、連合会及び組合らが具体的にどの部

分にどのように関与しているかを公表すること。

３． 連合会加盟の組合理事長の確認書によって登録された生牙の登録を取り消すこと。

４． 連合会加盟の組合理事長の確認書によって行われた製品認定を取り消すこと。

以上


